
 

答  申  第  １０９  号    

（諮  問  第  １１１  号）   

令和５年（ 2023 年）５月 11 日  

 

 

鎌倉市長  松  尾   崇   様  

 

 

              鎌倉市情報公開・個人情報保護審査会  

              会  長   嘉  藤   亮  

 

 

 

 令和４年（ 2022 年）１月 31 日付け鎌総第 3060 号で諮問のあった下

記の事案について、別紙のとおり答申します。  

 

 

記  

 

 行政文書不存在決定処分に対する審査請求について  
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１  審査会の結論  

 令和３年（ 2021 年）９月８日付けで審査請求人が行政文書公開請

求した「令和２年２月 14 日スーパーシティ自治体アイディア公募  

神奈川県、藤沢市と鎌倉市が意見交換をした記録類及び資料文書」に

ついて、実施機関鎌倉市長が令和３年（ 2021 年）９月 16 日付けで行

った行政文書不存在決定処分は、妥当である。  

 

２  審査請求の主張の要旨  

 ⑴  本件審査請求の経緯  

   本件審査請求は、次のような経緯で行われた。  

  ア  行政文書公開請求書の提出  

 審査請求人は、令和３年（ 2021 年）９月８日付けで鎌倉市情

報公開条例（平成 13 年９月 28 日条例第４号。以下「条例」と

いう。）に基づき、実施機関鎌倉市長（以下「実施機関」という。）

に対し、「令和２年２月 14 日スーパーシティ自治体アイディア

公募  神奈川県、藤沢市と鎌倉市が意見交換をした記録類及び

資料文書」に係る行政文書公開請求（以下「本件請求」という。）

を行った。  

イ  本件処分について  

 実施機関は、令和３年（ 2021 年）９月 16 日付け鎌倉市指令第

２号で行政文書不存在決定処分（以下「本件処分」という。）を

行った。  

  ウ  審査請求書の提出  

 審査請求人は、本件処分に対し、令和３年（ 2021 年）11 月 29

日付けで審査請求を行った。  

 ⑵  審査請求の趣旨  

 審査請求に係る処分を取り消すとの裁決を求める。  

 ⑶  審査請求の理由要旨  

 審査請求人が令和３年（ 2021 年） 11 月 29 日付けで提出した審

査請求書における主張によると、審査請求の理由は、大要次のとお

りである。  

ア  国によるスーパーシティ構想の区域指定にあたっては、市民

生活への影響が大きく、実施過程についても丁寧な説明が求め

られるものであることから、スーパーシティ自治体アイディア
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公募に係る神奈川県、藤沢市と鎌倉市が意見交換をした記録類

及び資料を１年間の保存期間と定め、廃棄したとは考えられな

い。  

イ  もし、鎌倉市がスーパーシティ構想に関する資料を破棄し不

存在であるとするのであれば、条例の定める「市民に対し、知る

権利を保障し、かつ、説明責任を果たすことの重要性にかんがみ、

行政文書の公開に関し必要な事項を定めること等により、市の

保有する情報の一層の公開を図り、もって市政の透明性を向上

させ、市民参加の下における公正で、民主的な市政を推進する」

との目的に反し、市民の「知る権利」を侵害している。  

 

３  実施機関の行政文書不存在決定理由説明要旨  

 令和４年（ 2022 年）１月４日付けで提出された弁明書及び令和４

年（ 2022 年）11 月７日実施の実施機関の口頭による決定理由説明を

総合すると、実施機関が行政文書不存在決定処分とした根拠は、大要

次のとおりである。  

⑴   本件請求に係る行政文書は、もっぱら参加者同士の情報交換の

みを目的とし、意思決定を含む性格のものではないことから、鎌

倉市行政文書管理規則（平成 14 年３月８日規則第 20 号。以下「規

則」という。）第６条別表に規定する「４  庁内文書及び庁外文書

で一時的なもの」に該当するとして１年間で破棄しており、存在

しない。  

 

４  審査会の判断  

  当審査会は、審査請求人の審査請求書並びに実施機関からの弁明

書及び決定理由説明聴取の結果に基づき、次のように判断した。  

本件請求対象文書は、鎌倉市がスーパーシティ自治体アイディア

公募に応募するにあたり、令和２年（ 2020 年）２月 14 日に神奈川県、

藤沢市と鎌倉市が意見交換をした記録類及び資料文書である。  

実施機関の説明によると、本件請求対象文書は、スーパーシティ

自治体アイディア公募における藤沢市及び鎌倉市の提案書の内容に

ついて情報共有すること、またもっぱら参加者同士の情報交換のみ

を目的としたものであり、意思決定を含む性格のものではないこと

から、規則第６条別表に規定する「１年保存  ４  庁内文書及び庁
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外文書で一時的なもの」に該当するため、本件請求のあった令和３

年（ 2021 年）９月８日の時点においてはすでに廃棄し、保有してい

なかったと主張する。  

これら実施機関の説明に不自然、不合理な点は見当たらず、その他

対象となる行政文書が存在しないとする実施機関の主張を覆すに足

る事実や根拠も認められない  

  審査請求人はその他種々主張するが、いずれも当審査会の判断を

左右するものではない。  

 

以上により「１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

５  付言  

本件における当審査会の判断は上記のとおりであるが、実施機関

における行政文書の管理のあり方について次のとおり付言する。  

  審査請求人は、藤沢市に対し本件請求と同様の行政文書公開請求

を行い、一部公開された意見交換の記録を当審査会に提出している。

これによれば、当該意見交換には当該事務を所管する部署の職員と

して、神奈川県より課長等計２名、藤沢市より参事、主幹等計５名、

そして鎌倉市より部長及び課長の計２名が出席していたこと、開催

時間が１時間 45 分程度であったこと、並びに鎌倉市よりスーパーシ

ティ自治体アイディア公募への応募に係る課題についての説明がな

されていたことが認められた。  

  そのため、もっぱら意見交換を目的とし、意思決定を伴うものでは

なかったとしても、スーパーシティ自治体アイディア公募への応募

に係る実施機関の意思形成に関するものであった可能性を完全に否

定することはできず、少なくとも文書管理規則別表に定める「一時的

なもの」であったとは即断し難い。  

実施機関においては、行政文書の性格付けについて、実施された活

動の形式のみによることなく、その内容や態様をも踏まえて検討す

ることを望むものである。  

 

６  審査会の処理経過  

  当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。  

 



4 

 

（別紙）  

処  理  経  過  

  

年  月  日  内   容  

Ｒ   ３  ／   ９  ／   ８  行政文書公開請求書が提出される  

     ９  ／  １  ６  行政文書不存在決定通知書送付  

    １  １  ／  ２  ９  審査請求書が提出される（処分庁：政策創造

課  審査庁：総務課）  

  ４  ／   １  ／   ４  処分庁が審査庁に弁明書を提出  

     １  ／  ３  １  審査会に諮問  

    １  １  ／   ７  第 140 回審査会で審議  

（処分庁から口頭による決定理由説明）  

  ５  ／   １  ／  ２  ５  第 142 回審査会で審議  

     ２  ／  ２  ４  第 143 回審査会で審議  

     ４  ／   ７  第 144 回審査会で審議  

     ５  ／   ８  第 145 回審査会で審議  

     ５  ／  １  １  答申（第 109 号）  


